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令和７年度 第９回杵築市農業委員会総会議事録 

令和７年１２月５日 金曜日 午前９時３０分 杵築市農業委員会総会を 杵築十王教育文化会

館２階会議室に招集した。 

１．総会に出席した農業委員は次のとおりである。 

1番 宇留嶋 雄 蔵 2番 長 友 礼 子 3番 藤 原 洋 三 

4番 小 野 弘 文 5番 田 坂 圭 司 6番 阿 部 正 俊 

7番 古 宮 輝 美 8番 永 野   恵 9番 河 野 秀 徳 

10番 岩 尾 一 也 11番 藤 松 美 潮 12番 廣 石 良 幸 

13番 松 田   司 14番 木 村 房 雄   

１．総会に欠席した委員は次のとおりである。 

4番  小 野 弘 文 

１．総会に参加した農地利用最適化推進委員は次のとおりである。 

河 村 全 明 緒 方 幸 茂 工 藤 健 司 川 野 勝 彦 杉 本 幸 雄 

片 岡 正 子 藤 崎 公 徳 荒 巻 良 直 三 浦 政 己 川 﨑 孝 子 

古 宮 政 俊 加 藤 定 一 甲 斐 義 信 伊 藤 美 生 宮 本 達 夫 

豊 田 健 二 野 田 由 紀 三 浦 真 治   

１．総会に出席した事務局員は次のとおりである。 

事務局長 佐 藤 敬 一 次長兼農地・管理係長 中 根 幹 雄 

農地・管理係主査 梶 原 由 紀 子 農地・管理係主査 阿 部 貴 之 

１．総会に提出された議事案件は次のとおりである。 

議案第 ３７ 号 農地法第３条の申請について 

議案第 ３８ 号 農地法第４条の申請について 

議案第 ３９ 号 非農地証明願いについて 

議案第 ４０ 号 農用地利用集積等促進計画（案）に対する意見について 

議案第 ４１ 号 農用地利用集積等促進計画(案)の所有権移転について 

報告第  ８ 号 農地法第5条許可処分の取消願いについて 

報告第  ９ 号 
農地法第１８条第６項の規定による賃貸借権並びに 

使用貸借権の解約受理について（合意解約） 
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議長  それでは、令和７年度第９回杵築市農業委員会総会を開会いたします。 

   （  ９： ３５  開始 ） 

議長 本日の議事録署名委員を農業委員会会議規則第１３条第２項の規定により、５番田坂圭司委

員、６番阿部正俊委員の両委員を指名いたします。 

議長  本日の議事案件は、議案第３７号から議案第４１号までの５議案５８件と報告事項が提出さ

れています。慎重審議をお願いします。 

議長 まず、はじめに「議案第３７号」「農地法第３条の申請について」の２番を議題といたしま

す。続きまして、会議書記の指名でありますが、書記については事務局職員より中根次長並びに

阿部主査を指名いたします。番号２番については、農業委員会等に関する法律第３１条「議事参

与の制限」に抵触しますので、川野勝彦委員には退出していただきたいと思います。 

 ＜ 川野勝彦委員 退出 ＞ 

議長 それでは事務局の説明を求めます。 

阿部主査 事務局の阿部です。よろしくお願いします。 
議案書１ページをお開きください。  
「議案第３７号」 農地法第３条の申請について 
農地法第３条第１項及び同法施行令第１条により、下記のとおり許可申請があったのでこれを

許可することについて意見を求める。 
番号２番、申請人、譲渡人、杵築年田区、川野政孝、８１歳、譲受人、杵築年田区、川野勝彦、

５３歳。申請の土地、大字熊野字向田、地番３０７４番５、地目、台帳現況ともに田、地積５３

０㎡、他５筆、合計６筆の７，１９５㎡。譲受人の経営面積は、田畑合わせて４１１．５a。理由

は、子への贈与、親からの受贈です。 

以上です。 

議長 ２番について、古宮輝美農業委員より説明願います。 

古宮

（輝）委

員 

11月8日に川野推進委員と事務局2名で現地確認を行いました。ひとつは県道643号線を日出方

面に1kmほど下ったところにあります。ふたつ目は南に500ｍほど行ったところで、みっつ目は

さらに西に300ｍほど進んだところです。三か所とも植栽準備が進んで管理がされていました。

譲受人はこれから維持管理に努めていくという意思でした。 
議長 許可基準について事務局より説明願います。 

阿部主査 許可基準です。今回、親子間で贈与の話がまとまったため申請となりました。譲受人は、父の

譲渡人と同居しており、これまで共に水稲耕作及び、今回の申請地とは別に畑でネギ栽培を行っ

てきていることから、今回の農地取得にあたり耕作及び管理については問題ないものと判断され

ます。取得後は引き続き水稲耕作行うとのことです。許可条件についてですが、Ａ４の許可基準

一覧をご覧ください。番号２番です。特に不許可の要件に該当する項目はありません。 
以上のことから、川野勝彦さんの農地法第３条第２項に規定される農地取得について、不許可

の要件にいずれにも該当しないため問題ないものと思われます。 
また、地域計画及び墓地についても確認しました。 
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以上です。 

議長 只今、「議案第３７号」の２番について、事務局の説明及び地区担当委員より説明がございま

したが、各委員のご意見・ご質疑はございませんか。 

各委員 意見・質疑なしとの声あり 

議長 お諮りいたします。「議案第３７号」の２番については、農地法第3条第1項により、許可する

ことにご異議ございませんか。 

各委員 異議なしとの声あり 

議長 ご異議なしと認めます。よって、「議案第３７号」の２番については、これを許可することに

決します。 

議長 それでは、「議事参与の制限」が解かれた川野勝彦委員に、事務局より議事への参加を要請し

て下さい。 

 ＜ 川野勝彦委員入室 ＞ 

議長 次に、「議案第３７号」「農地法第３条の申請について」の１番及び３番から７番を議題とい

たします。１番について、事務局の説明を求めます。 

阿部主査 番号１番、申請人、譲渡人、杵築守末区、髙園サメ子、９４歳、譲受人、杵築宮司区、矢野芳

郎、７１歳。申請の土地、大字宮司字治郎丸、地番８４４番２、地目、台帳現況ともに田、地積

８９２㎡、他１筆、合計２筆の１，３０８㎡。譲受人の経営面積は、田畑合わせて２７．９a。
理由は、管理が困難、相手方の要望です。 

以上です。 

議長 １番について、河村全明農地委員より説明願います。 

河村委員 藤松委員と事務局2名で現地確認を行いました。高齢化で手放すことになりましたが、これか

らすぐにでも耕作可能な状態でした。 

議長 １番について、藤松美潮農業委員よりご意見があればお願いします。 

藤松委員 現地を確認したところ、二か所とも綺麗に管理されていました。向こう３年はちゃんと耕作し

てくれるだろうと思える状態でした。 

議長 許可基準について事務局より説明願います。 

阿部主査 許可基準です。今回、高齢で農地の管理が困難な譲渡人と、申請地周辺に居住し、以前から申

請地を耕作している譲受人との間で、売買の話がまとまったため、申請となりました。 
譲受人は申請地周辺に居住し、以前から申請地を耕作していることから、今回の農地取得にあ

たり耕作及び管理については問題ないものと判断されます。取得後は引き続き水稲耕作を行って

いくとのことです。許可条件についてですが、Ａ４の許可基準一覧をご覧ください。番号１番で

す。特に不許可の要件に該当する項目はありません。 
以上のことから、矢野芳郎さんの農地法第３条第２項に規定される農地取得について、不許可

の要件にいずれにも該当しないため問題ないものと思われます。 
また、地域計画及び墓地についても確認しました。 
以上です。 

議長 次に、３番について、事務局の説明を求めます。 
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阿部主査 番号３番、申請人、譲渡人、杵築野添区、大石泰三、６３歳。譲受人、大分市、佐藤正信、７

２歳。申請の土地、大字八坂字五反鶴、地番１９０３番２、地目、台帳現況ともに畑、地積２５

２㎡、他２筆、合計３筆の１，２１２㎡。譲受人の経営面積は、ありません。理由は、管理が困

難、空き家取得と農業開始です。 
以上です。 

議長 ３番について、藤崎公徳農地委員より説明願います。 

藤崎委員 場所は駅の区画のところですが、田坂委員と事務局2名で現地確認を行いました。大石さんが

町に引っ越すのに自宅を売却したいとのことで、譲受人の佐藤さんが無農薬栽培の展望があり、

話がまとまったようです。空き家と機械を取得するようです。高齢ですが、熱意を感じる人でし

た。農業をやっていける人と思います。 
議長 ３番について、田坂圭司農業委員よりご意見があればお願いします。 

田坂委員 農業への意欲が見受けられます。住宅近辺もよく整理されていましたので、妥当な案件だと思

われます。 

議長 許可基準について事務局より説明願います。 

阿部主査 許可基準です。今回、都会のマンションへの引っ越しのため自宅を売却した譲渡人と、その空

き家と共に農地を取得し、農業を開始する譲受人との間で売買の話がまとまったため、申請とな

りました。譲受人は、日出町にも家庭菜園をしており、周辺部で空き家を探していたところ、空

き家バンクに登録されていた今回取得する農地付きの空き家を見つけました。取得後は、キウイ、

ナス、カボス等の野菜及び柑橘類を栽培する計画であることから、今回の農地取得に関して、耕

作及び管理については問題ないものと判断されます。許可条件についてですが、Ａ４の許可基準

一覧をご覧ください。番号３番です。特に不許可の要件に該当する項目はありません。 
以上のことから、佐藤正信さんの農地法第３条第２項に規定される農地取得について、不許可

の要件にいずれにも該当しないため問題ないものと思われます。 
また、地域計画及び墓地についても確認しました。 
以上です。 

議長 次に、４番について、事務局の説明を求めます。 

阿部主査 番号４番、申請人、譲渡人、別府市、本田壽德、６５歳、譲受人、山香鶴成区、草野修智、７

２歳。申請の土地、大字広瀬字二ノ尾、地番３５３５番、地目、台帳現況ともに田、地積４８９

１㎡、他３筆、合計４筆の１０，５９０㎡。譲受人の経営面積は、田畑合わせて１０５．３a。理

由は、市外在住のため、相手方の要望です。 
以上です。 

議長 ４番について、加藤定一農地委員より説明願います。 

加藤委員 11月19日、松田委員と事務局2名と申請者の本田さんと現地確認を行いました。本田さんは市

外在住であり、現地は30年以上、譲受人の草野さんが管理しています。問題ないと思います。 

議長 ４番について、松田司農業委員よりご意見があればお願いします。 

松田委員  本田さんは近所にいたのでよく知っている人です。草野さんも農業に熱心な人なので問題ない

と思います。 
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議長 許可基準について事務局より説明願います。 

阿部主査 許可基準です。今回、市外在住で管理が困難な譲渡人と、申請地周辺に居住し、これまで申請

地を既に耕作している譲受人との間で、売買の話がまとまったため、申請となりました。譲受人

は申請地周辺に居住し、取得後は引き続き水稲耕作を行っていくことから、今回の農地取得に関

して、耕作及び管理については問題ないものと判断されます。取得後は水稲耕作を行うとのこと

です。許可条件についてですが、Ａ４の許可基準一覧をご覧ください。番号４番です。特に不許

可の要件に該当する項目はありません。 
以上のことから、草野修智さんの農地法第３条第２項に規定される農地取得について、不許可

の要件にいずれにも該当しないため問題ないものと思われます。 
また、地域計画及び墓地についても確認しました。 
以上です。 

議長 次に、５番について、事務局の説明を求めます。 

阿部主査 番号５番、申請人、譲渡人、山香貫井区、本田賢二朗、５０歳、譲受人、杵築守末区、本田智

士、４６歳。申請の土地、大字野原字浦山、地番１００６番、地目、台帳現況ともに畑、地積８

５９㎡、合計１筆の８５９㎡。譲受人の経営面積は、田畑合わせて６７．５a。理由は、弟への贈

与、兄からの受贈です。 
以上です。 

議長 ５番について、甲斐義信農地委員より説明願います。 

甲斐委員 11月19日に委員と事務局2名と譲受人で現地確認を行いました。山香町の古い住宅があります

が、その付近にあります。今は竹が生えていますが、これからはかぼす等のかんきつを植えたい

とのことです。兄から弟への贈与とのことで、問題ないと思います。 

議長 許可基準について事務局より説明願います。 

阿部主査 許可基準です。今回、兄弟間で贈与の話がまとまったため申請となりました。申請地は、雑木

がうっそうと生い茂っており、近隣住民からの管理を求める意見があがったため、農機具及び重

機を所有する譲受人が申請地を整備し、トマト、芋等の野菜を栽培する計画していることから、

今回の農地取得に関して、耕作及び管理については問題ないものと判断されます。許可条件につ

いてですが、Ａ４の許可基準一覧をご覧ください。番号５番です。特に不許可の要件に該当する

項目はありません。 
以上のことから、本田智士さんの農地法第３条第２項に規定される農地取得について、不許可

の要件にいずれにも該当しないため問題ないものと思われます。 
また、地域計画及び墓地についても確認しました。 
以上です。 

議長 次に、６番について、事務局の説明を求めます。 

阿部主査 番号６番、申請人、譲渡人、山香下四区、河野一幸、７８歳、譲受人、山香大月区、豊田啓介、

５０歳。申請の土地、大字立石字三反田、地番４５４３番１、地目、台帳現況ともに田、地積２

０１９㎡、合計１筆の２，０１９㎡。譲受人の経営面積は、田畑合わせて４０２．３a。理由は、

管理が困難、相手方の要望です。 
以上です。 
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議長 ６番について、宮本達夫農地委員より説明願います。 

宮本委員 11月19日、事務局2名と現地確認を行いました。立石の道の駅から院内方面へ道なりに進んだ

左手側にあります。河野さんは元区長で、豊田さんは私の横の土地で田んぼをしています。河野

さんが高齢のため、豊田さんに売却したいとのことでした。豊田さんは6丁ほど田んぼをしてい

ます。農業に意欲のある豊田さんに渡るのは地元にとっても良いことなので、問題ないと思いま

す。 

議長 ６番について、永野恵農業委員よりご意見があればお願いします。 

永野委員 豊田さんは5、6年前から河野さんの田んぼを耕作しております。大型の機械を持っており、管

理できると思いますので、審議をお願いします。 
議長 許可基準について事務局より説明願います。 

阿部主査 許可基準です。今回、農地の管理が困難な譲渡人と、申請地周辺に居住し、これまで申請地を

既に耕作をしている譲受人との間で、売買の話がまとまったため、申請となりました。譲受人は

申請地周辺に居住し、今回の申請地及び周辺の農地においても耕作しています。取得後は引き続

き水稲耕作を行っていくことから、今回の農地取得に関して、耕作及び管理については問題ない

ものと判断されます。取得後は引き続き水稲耕作を行います。許可条件についてですが、Ａ４の

許可基準一覧をご覧ください。番号６番です。特に不許可の要件に該当する項目はありません。 
以上のことから、豊田啓介さんの農地法第３条第２項に規定される農地取得について、不許可

の要件にいずれにも該当しないため問題ないものと思われます。 
また、地域計画及び墓地についても確認しました。 
以上です。 

議長 次に、７番について、事務局の説明を求めます。 

阿部主査 番号７番、申請人、譲渡人、大分市、福田和司、７６歳、譲受人、大田南俣水区、福田健一郎、

７５歳。申請の土地、大字俣水字金付免、地番５０１９番１、地目、台帳現況ともに田、地積２

０９３㎡、他２筆、合計３筆の３，３６７㎡。譲受人の経営面積は、田畑合わせて３８．７a。理

由は、市外在住のため、相手方の要望です。 
以上です。 

議長 ７番について、三浦真治農地委員より説明願います。 

三浦（真）

委員 

11月17日に宇留嶋農業委員と事務局2名と福田さん双方の6名で現地確認を行いました。大変管

理が行き届いた土地で、健一郎さんの方も機械を持っており、意欲がありました。 

議長 ７番について、宇留嶋雄蔵農業委員よりご意見があればお願いします。 

宇留嶋委

員 

福田和司さんは5年ほど前に家を処分して、今の土地も健一郎さんがもともと作っていた場所

です。これを機に財産を処分しようとして健一郎さんに引き渡すようです。健一郎さんは75歳で

すが、息子がいるので問題ないと思います。 

議長 許可基準について事務局より説明願います。 

阿部主査 許可基準です。今回、市外在住で農地の管理が困難な譲渡人と、申請地周辺に居住し、以前か

ら申請地を耕作している譲受人との間で、贈与の話がまとまったため申請となりました。譲受人

は申請地周辺に居住し、以前から今回の申請地及び周辺農地においても耕作していることから、
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今回の農地取得にあたり耕作及び管理については問題ないものと判断されます。取得後は引き続

き水稲耕作及び野菜栽培を行います。許可条件についてですが、Ａ４の許可基準一覧をご覧くだ

さい。番号７番です。特に不許可の要件に該当する項目はありません。 
以上のことから、福田健一郎さんの農地法第３条第２項に規定される農地取得について、不許

可の要件にいずれにも該当しないため問題ないものと思われます。 
また、地域計画及び墓地についても確認しました。 
以上です。 

議長 只今、「議案第３７号」の１番及び３番から７番について、事務局の説明及び地区担当委員よ

り説明がございましたが、各委員のご意見・ご質疑はございませんか。 

各委員 意見・質疑なしとの声あり 

議長 お諮りいたします。「議案第３７号」の１番及び３番から７番については、農地法第3条第1項
により、許可することにご異議ございませんか。 

各委員 異議なしとの声あり 

議長 ご異議なしと認めます。よって、「議案第３７号」の１番及び３番から７番については、これ

を許可することに決します。 

議長 次に、「議案第３８号」「農地法第４条の申請について」を議題といたします。１番について

事務局の説明を求めます。 

梶原主査 事務局の梶原です。よろしくお願いします。 
議案書３ページをお開きください。 
議案第３８号 農地法第４条の申請について 
農地法第４条第１項により、下記のとおり許可申請があったので、これを許可することについ

て意見を求める。 
番号１番、申請者、杵築友清区、加藤悟、８３歳、無職、申請の土地、大字八坂字瓜尾、地番

２８３１番２、地目、田、地積１２０７㎡うち３００㎡。外１筆、合計２筆の１６７２㎡うち３

５０㎡。申請内容、農業用施設用地として。申請理由、申請地の一部に農業用倉庫及び耕作作物

選別のための作業スペースを造成して利用したい。またハウス周辺に防草用の砕石を敷きたい。

こちらは第３種農地で追認案件です。 
以上です。 

議長 １番について、藤崎公徳農地委員より説明願います。 

藤崎委員 11月19日に田坂委員と事務局2名と現地確認を行いました。ビニールハウスが建っていますが、

その倉庫兼作業場が欲しいとのことです。周りの排水等も問題ないと思います。審議をお願いし

ます。 

議長 １番について、田坂圭司農業委員よりご意見があればお願いします。 

田坂委員 スムーズに農作業を行うための施設と環境整備ですので、問題ないと思います。 

議長 許可基準について事務局より説明願います。 

梶原主査 土地所有者の加藤悟さんは、昭和５４年に相続により申請地を取得しています。 
転用の目的は、自宅近くの申請地を農業用施設用地として利用することです。なお、本件は追
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認案件です。 
追認案件となった理由につきましては、令和７年１０月に、転用許可を得ることなく、砕石を

敷いて造成していたためです。 
当初は農業用倉庫を農地に置くだけの計画で、「２ａ未満の農業用施設を農地に作る場合は届

出のみで良い」という許可不要の特例により、農業委員会への届出までは完了していましたが、 
倉庫を置く際に、土地が低いため雨が降ったら浸水すると業者からの助言を受け、以前の届出

の内容を越えて、農地法の許可を得ないまま嵩上げして砕石を敷き、造成してしまったとのこと

です。 
地域の方から「農地を造成している」旨の通報があり、職員で現地確認後、改めて転用許可を

取るよう指導して今回の申請となりました。このことにつきましては、土地所有者から始末書が

提出されています。 
まず、立地基準です。 
申請地は、都市計画法第８条第１項第１号に規定する用途地域（第１種住居地域）に定められ

ていることから「第３種農地」と判断されます。「第３種農地」は原則転用許可ができる農地と

なります。また、この土地が農用地区域外農地であることを確認しております。 
次に、一般基準です。 
申請地の北側は公衆用道路、東側は田、西側は里道水路、南側は雑種地にそれぞれ接しており、

今回の転用に関して隣接する土地所有者からの承諾書が添付されています。 
土地利用計画につきましては、申請地２筆１６７２㎡の一部、３５０㎡に、砕石が既に敷かれ

て造成されており、追加での工事等は行わず、現状のまま利用する計画です。 
排水計画につきましては、これまで通り既設の排水路に接続予定であり、排水に関して各関係

機関・関係者とは協議済みです。 
資金計画につきましても、現状のまま利用するため新たな費用は発生しません。 
以上のことから、立地基準及び一般基準ともに許可基準を満たしており、申請は許可相当と考

えられます。 
以上です。 

議長 次に、２番について事務局の説明を求めます。 

梶原主査 番号２番、申請人、土地所有者、山香山浦東部（楠原区）、豊田伸司、農業、４８歳。申請の

土地、大字山浦字ワラビノ、地番４６７０番１、地目、畑、地積１０６４㎡、合計１筆の１０６

４㎡。申請内容、牧草保管用地として。申請理由、申請地を近隣で飼育している酪農牛用の飼料

作物保管場所として利用したい。こちらは第２種農地で追認案件です。 
以上です。 

議長 ２番について、岩尾一也農業委員より説明願います。 

岩尾委員 11月18日に委員と事務局2名と申請者で現地確認を行いました。飼料置き場として整備されて

おりました。本人と事務局との間の行き違いによる追認のようですが、問題ないと思います。 

議長 許可基準について、事務局より説明願います。 

梶原主査 土地所有者の豊田伸司さんは、令和５年に売買により申請地を取得しています。 
転用の目的は、自宅横の申請地を牧草保管用地として利用することです。なお、本件は追認案

件です。 
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追認案件となった理由につきましては、令和７年１０月に、転用許可を得ることなく、砕石を

敷いて造成していたためです。 
申請地は令和５年６月９日付けで農地法第３条許可によって豊田さんに所有権移転されてい

ます。 
当時、３条許可については「牧草を植えて農地として利用する」として申請を受理し、総会審

議後に許可しましたが、豊田さん自身は当初から「牧草を保管する場所が不足しているため造成

して利用する」目的で農業委員会事務局へ相談に来ており、豊田さんと当時の事務局職員の間で

認識の相違があったようで、今回の違反転用状態に至ったという経緯があります。 
利用状況調査に関連した確認作業中に、事務局職員が現況の状態を発見し、豊田さんに改めて

転用許可を取るよう依頼して今回の申請となりました。 
まず、立地基準です。 
申請地は、農業に対する公共投資の対象となっていない生産性の低い農地であることから「第

２種農地」と判断されます。「第２種農地」は農地以外の土地や第３種農地が近くにないか、申

請地でないと目的を達成できない場合のみ許可出来ます。 
そのため、代替地の検討も行いましたが、自宅や牛舎に近く効率的であること、十分な面積が

確保できることからこの土地に決めたようです。また、この土地は農用地区域内農地ですが、使

用目的の用途変更済みであることを確認しております。 
次に、一般基準です。 
申請地の北側は畑、東側は宅地、西側は雑種地、南側は公衆用道路にそれぞれ接しており、隣

接する畑は耕作されていないため、周辺の営農に問題はありません。 
土地利用計画につきましては、申請地１筆１０６４㎡に、砕石が既に敷かれて造成されており、

追加での工事等は行わず、現状のまま利用する計画です。 
排水計画につきましては、これまで通り既設の排水路に接続予定であり、排水に関して各関係

機関・関係者とは協議済みです。 
資金計画につきましても、現状のまま利用するため新たな費用は発生しません。 
以上のことから、立地基準及び一般基準ともに許可基準を満たしており、申請は許可相当と考

えられます。 
以上です。 

議長 只今、「議案第３８号」について、事務局の説明及び地区担当委員による意見がございました

が、各委員のご意見・ご質疑はございませんか。 

各委員 意見・質疑なしとの声あり 

議長 お諮りいたします。「議案第３８号」については、農地法第４条第１項により、許可すること

にご異議ございませんか。 

各委員 異議なしとの声あり 

議長 ご異議なしと認めます。よって、「議案第３８号」ついては、これを許可することに決します。 

議長 次に「議案第３９号」「非農地証明願いについて」を議題といたします。 
１番について、事務局の説明を求めます。 

梶原主査 議案書４ページをお開きください。 
議案第３９号「非農地証明願いについて」農地に該当しない旨の証明願いが下記の者より提出
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されたので、証明書を発行してよいか意見を求める。 
番号１番、申請者、別府市、本田壽德、申請の土地、大字広瀬字二ノ尾、地番３５４４番、地

目、田、地積２５８㎡、合計１筆の２５８㎡。申請地の状況は山林で、転用又は耕作放棄された

理由は、昭和５２年頃に、減反政策によって稲作を止めたこと、市外在住で農地の管理も困難な

ことからやむなく耕作を断念したとのことです。 
以上です。 

議長 １番について、加藤定一農地委員より説明願います。 

加藤委員 11月19日、松田委員と事務局2名と本田さんと現地確認を行いました。昭和52年ごろの減反政

策以降、耕作を断念しており、草木が生い茂っております。農地としての利用が難しいとのこと

で、今回の申請となりました。 

議長 1番について、松田司農業委員よりご意見があればお願いします。 

松田委員 加藤委員の説明のとおりです。審議をお願いします。 

議長 証明書発行基準について、事務局より説明願います。 

梶原主査 現地を１１月１９日に、加藤農地委員、松田農業委員と確認しました。 
申請者は、昭和５２年に相続により申請地を取得しています。ラミネートされてある「非農地

証明書発行基準一覧表」をご覧ください。申請地の現況は、証明書発行基準第２の４に該当しま

す。また、この土地は令和８年１月２０日受付分で農用地区域からの除外申請中であり、各関係

機関・関係者とは協議済みです。 
今後、農業的利用を図るための整備が計画されている土地ではないと判断できるため、非農地

証明の発行が可能な土地であると考えられます。 
今後の予定についてですが、地目変更の後に、周辺の農地と併せて売却するとのことです。 
以上です。 

議長 只今、「議案第３９号」について、事務局の説明及び地区担当委員による意見がございました

が、各委員のご意見・ご質疑はございませんか。 

各委員 意見・質疑なしとの声あり 

議長 お諮りいたします。「議案第３９号」については、農地に該当しないため、 非農地証明書を

発行することに、ご異議ございませんか。 

各委員 異議なしとの声あり 

議長 ご異議なしと認めます。よって、「議案第３９号」については、非農地証明書を発行すること

に決します。 

議長 次に、「議案第４０号」「農用地利用集積等促進計画（案）に対する意見について」の１番か

ら２６番及び４１番について議題といたします。番号１番から２６番及び４１番については、農

業委員会等に関する法律第３１条「議事参与の制限」に抵触しますので、藤原洋三委員には退出

していただきたいと思います。 
 ＜ 藤原洋三委員、退出 ＞ 

議長 それでは事務局の説明を求めます。 
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阿部主査 議案書５ページをお開きください。 
議案第４０号 農用地利用集積等促進計画(案)に対する意見について 
農地中間管理事業の推進に関する法律第１８条第３項に係る農用地利用集積等促進計画(案) 

について意見を求める。 
今回は、件数及び筆数が多数ございますので、議案書５ページのア.公社への貸付、それから議

案書１６ページのイ.公社からの貸付けを一連の流れでご説明いたします。 
まず、番号１番、申請人、貸人、杵築小狭間区、田中正治、７５歳から、議案書１１ページの

番号２６番、申請人、貸人、杵築小狭間区、田中公康、３９歳、までの申請の土地につきまして

は、公益社団法人、大分県農業農村振興公社 理事長岡本天津男を通し、議案書１６ページの番号

４１番、借人、杵築、小狭間区農事組合法人小狭間 代表理事藤原洋三、への貸付となります。対

象農地は、杵築市大字大内、９３筆、９５，３９０㎡、耕作作物は水稲です。土地及び契約内容

の詳細につきましては、議案書１９ページから２５ページの農用地貸付調書に記載していますの

で、各自お読み取りください。 
以上です。 

議長 只今、「議案第４０号」の１番から２６番及び４１番ついて、事務局より説明がございました

が、各委員のご意見・ご質疑はございませんか。 
各委員 意見・質疑なしとの声あり 

議長 お諮りいたします。「議案第４０号」の１番から２６番及び４１番については、農地中間管理

事業の推進に関する法律第１８条第３項により、「意見なし」とすることにご異議ございません

か。 
各委員 異議なしとの声あり 

議長 ご異議なしと認めます。よって、「議案第４０号」の１番から２６番及び４１番については、

「意見なし」として報告します。 
議長 それでは、「議事参与の制限」が解かれた藤原洋三委員に、事務局より議事への参加を要請し

て下さい。 
 ＜ 藤原洋三委員 入室 ＞ 

議長 次に、「議案第４０号」の２７番から４０番及び４２番から４７番について議題といたします。

事務局の説明を求めます。 
阿部主査 続きまして、 

議案書１２ページをお開き下さい。番号２７番、申請人、貸人、杵築篠原区、植村博美、７６

歳と番号２８番、申請人、貸人、杵築鴨川区、本田哲也、８６歳の申請の土地につきましては、

公益社団法人大分県農業農村振興公社 理事長岡本天津男を通し、議案書１６ページ、番号４２

番、杵築野辺区、借人、岡本和也への貸付となります。対象農地は、杵築市大字大内、２筆と杵

築市大字溝井、１筆、の計３筆、６，１７９㎡、耕作作物は果樹です。土地及び契約内容の詳細

につきましては、議案書２６ページから２７ページの農用地貸付調書に記載していますので、各

自、お読み取りください。 
続きまして、議案書１２ページです。番号２９番、申請人、貸人、山香竜船区、船木光政、６

９歳、の申請の土地につきましては、公益社団法人、大分県農業農村振興公社、理事長岡本天津

男を通し、議案書１６ページ、番号４３番、山香山浦北部（浦篠）、借人、緒方優への貸付とな



12 
 

ります。対象農地は、杵築市山香町大字野原、１筆、３，２０５㎡、耕作作物は水稲です。土地

及び契約内容の詳細につきましては、議案書２６ページから２７ページの農用地貸付調書に記載

していますので、各自、お読み取りください。 
続きまして、議案書１２ページです。番号３０番、申請人、貸人、山香福林、佐藤富江、７１

歳から議案書１４ページの番号３８番、申請人、貸人、山香福林区、久保恒子、７５歳までの申

請の土地につきましては、公益社団法人大分県農業農村振興公社 理事長岡本天津男を通し、議

案書１６ページの番号４４番、借人、山香野原区、農事組合法人こめ・こめ・くらぶ 代表理事

岩尾喜一郎への貸付となります。対象農地は、杵築市山香町大字野原、３０筆、５６，７６７㎡、

耕作作物は水稲です。土地及び契約内容の詳細につきましては、議案書１９ページから２５ペー

ジの農用地貸付調書に記載していますので、各自、お読み取りください。 
続きまして、議案書１５ページです。番号３９番、申請人、貸人、杵築天満、杵築市長永松悟

の申請の土地につきましては、公益社団法人大分県農業農村振興公社 理事長岡本天津男を通

し、議案書１７ページ、番号４５番、山香小谷区、借人、宇都宮敏雄、６９歳、への貸付となり

ます。対象農地は、杵築市山香町大字内河野、５筆、４，９９５㎡、耕作作物は水稲です。土地

及び契約内容の詳細につきましては、議案書３２ページの農用地貸付調書に記載していますの

で、各自、お読み取りください。 
続きまして、議案書１５ページです。番号４０番、申請人、貸人、山香日指（瀬口）、畑實、

６６歳の申請の土地につきましては、公益社団法人大分県農業農村振興公社 理事長岡本天津男

を通し、議案書１７ページ、番号４６番、借人、山香西鹿鳴越、河合翔吾、４２歳への貸付とな

ります。対象農地は、杵築市山香町大字日指、１筆、１７，０９７㎡、耕作作物は牧草です。 
土地及び契約内容の詳細につきましては、議案書３３ページの農用地貸付調書に記載していま

すので、各自、お読み取りください。 
最後に、議案書１７ページです。番号４７番です。これは資料には掲載ございませんが、現借

人の新藤厚昌氏からの配分替え、借り換え案件です。借人、杵築奈多区、手島隆宏、３６歳への

貸付となり、対象農地は、杵築市大字横城、１筆、１,８０１㎡耕作作物はスナップエンドウです。 
土地及び契約内容の詳細につきましては、議案書３４ページの農用地貸付調書に記載していま

すので、各自、お読み取りください。 
よって、今回の大分県農業農村振興公社への貸し付けは、番号１番から４０番までの合計１３

４筆１８３，６３３㎡。貸し手農家数４０戸、借り手農家数１戸。利用権の設定面積は、１８３，

６３３㎡。対しまして、大分県農業農村振興公社からの貸し付けは、番号４１番から４７番まで

の合計１３５筆１８５，４３４㎡。貸し手農家数１戸、借り手農家数７戸、利用権の設定面積は、

１８５，４３４㎡です。 
以上です。 

議長 只今、「議案第４０号」の２７番から４０番及び４２番から４７番について、事務局より説明

がございましたが、各委員のご意見・ご質疑はございませんか。 
緒方委員 39番の市有の土地はどういった土地なのか、もう少し詳細の説明をお願いします。 

阿部主査 山香小学校の道を挟んで対面側です。当時は杵築市が公民館を建てる予定で持っていました

が、計画がなくなってしまい維持管理のみ行っていました。耕作者を公募したところ、宇都宮さ

んが名乗り出て今回の申請となりました。 
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議長 お諮りいたします。「議案第４０号」の２７番から４０番及び４２番から４７番については、

農地中間管理事業の推進に関する法律第１８条第３項により、「意見なし」とすることにご異議

ございませんか。 
各委員 異議なしとの声あり 

議長 ご異議なしと認めます。よって、「議案第４０号」の２７番から４０番及び４２番から４７番

については、「意見なし」として報告します。 
議長 次に、「議案第４１号」「農用地利用集積等促進計画（案）の所有権移転について」を議題と

いたします。番号４８番については、農業委員会等に関する法律第３１条「議事参与の制限」に

抵触しますので、宇留嶋雄蔵委員には退出していただきたいと思います。 
 ＜、宇留嶋雄蔵委員、退出、＞ 

議長 それでは事務局の説明を求めます。 

阿部主査 続きまして議案書３５ページをお開きください。 
農地中間管理事業の推進に関する法律第１８条１１項の規定に基づき、農用地利用集積等促進

計画を定めることについて要請してよいか意見を求める。 
ア．所有権の移転（公社への買入） 
番号１番、申請人、譲渡人、国東市、松野文枝、譲受人、大分市、公益社団法人大分県農業農

村振興公社 理事長岡本天津男、申請の土地、大字波多方字丸田、地番４５３２番１、地目、田、

地積２０３８㎡、他３筆、合計４筆の６，３４１㎡。こちらは農地売買等支援事業による公社買

入となります。 
譲受人の経営面積は、公社のためありません。今回の大分県農業農村振興公社への買入は、番

号１番の合計４筆６，３４１㎡。売り手農家数１戸、買い手農家数１戸、ア.所有権の移転面積は

６，３４１㎡です。 
以上です。 

議長 只今、「議案第４１号」について、事務局より説明がございましたが、各委員のご意見・ご質

疑はございませんか。 
各委員 意見・質疑なしとの声あり 

議長 お諮りいたします。「議案第４１号」については、農地中間管理事業の推進に関する法律第１

８条第１１項の規定に基づき、農用地利用集積等促進計画を定めることについて要請することに

ご異議ございませんか。 
各委員 異議なしとの声あり 

議長 ご異議なしと認めます。よって、「議案第４１号」については、農用地利用集積等促進計画を

定めることについて要請することに決します。 
議長 それでは、「議事参与の制限」が解かれた宇留嶋雄蔵委員に、事務局より議事への参加を要請

して下さい。 
 ＜宇留嶋雄蔵委員 入室＞ 

議長 これで、本日提案されました議案の審議はすべて終了しましたが、「報告第８号」及び「報告

第９号」がありますので、事務局より報告願います。 
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梶原主査 議案書３６ページをお開きください。 
報告第８号、農地法第５条許可処分の取消願いについて 
下記の土地について農地法第５条許可処分の取消願いが提出されたので報告します。 
番号１番、地上権の設定。土地所有者、山香福林区、佐藤寿、６９歳。転用者、東京都、株式

会社ブルーキャピタルマネジメント 代表取締役原田秀雄、法人、設立２０年。申請の土地、大

字野原字鹿鳴越、３ノ４６５７番５３５、地目、畑、地積４２４１㎡、合計１筆の４２４１㎡。

当初申請内容、太陽光発電施設用地。取消申請理由、申請地は令和２年５月１８日付けで農地法

第５条により太陽光発電施設用地として転用許可されたが、事業に係る資金調達が困難になった

ことから、当該計画の実施を断念した。こちらは第２種農地です。 
以上、報告いたします。 

阿部主査 議案書３７ページをお開きください。 
報告第９号、農地法第１８条第６項の規定による賃借権並びに使用貸借権の解約受理について

です。 
下記の土地について農地法第１８条第６項の規定による賃借権並びに使用貸借権の合意解約

が成立したので報告します。 
今回の案件は、先ほどの議案第４０号で、利用権の設定であがりました、農事組合法人小狭間

に関するものです。これまで交わした利用権の契約が、複数あり、契約期間や、また使用貸借か

賃貸借か契約内容もまちまちであることから、契約の一本化、もしくは契約内容の統一を図るた

めの合意解約であります。よって、関連づけてご報告いたします。 
番号１番から議案書３９ページの５番までの筆につきましては、借人、杵築小狭間区、農事組

合法人小狭間 代表理事藤原洋三氏から貸人の大分市、大分県農業農村振興公社 理事長岡本天

津男に返す内容となっています。そして、番号６番から、議案書４６ページの番号３２番までが、

さらに、今度は、大分県農業農村振興公社 理事長岡本天津男から矢川志津子さんをはじめとす

る貸人に返す内容となっています。 
つまり、借人である農事組合法人小狭間から、貸人の土地所有者に戻る、この一連の流れによ

り、合意解約の成立したことの報告とさせていただきます。 
以上です。 

議長 以上をもちまして、令和７年第９回杵築市農業委員会総会を閉会します。 

 （１０：３０終了） 


